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諮問日：令和６年１０月１１日（令和６年度（検審個）諮問第１号）  

答申日：令和７年２月１２日（令和６年度（検審個）答申第１号）  

件  名：新潟検察審査会における特定の審査事件についての保有個人情報

の不開示判断に関する件（電話問い合わせ及び申立書等）  

答    申    書  

第１  委員会の結論  

新潟検察審査会（以下「諮問庁」という。）の特定の審査事件に関連

して、苦情申出人が、令和５年３月２９日付けで行った保有個人情報開

示の申出に対し、諮問庁が、令和６年７月２４日付け新潟検審第５７８

号で不開示とした判断（以下「原判断」という。）は、いずれも妥当で

ある。  

第２  事案の概要  

本件は、苦情申出人からの令和５年３月２３日付け全検察審査会申

合せ「検察審査会行政事務に関して保有する個人情報の基本的取扱い

について（以下「基本申合せ」という。）」記第４に定める開示の申出に

対し、諮問庁が令和６年７月２４日付けで原判断を行ったところ、基本

申合せ記第７に定める苦情申出が出され、基本申合せ記第７の４に定

める諮問がされたものである。  

第３  苦情申出人の主張の要旨  

開示申出の内容は別紙のとおりであるところ、申立書受理記録は、個

人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）第１２４条に定める

検察官が行う処分に関する情報には当たらない。また、電話の問い合わ

せや男女比は法第７８条第１項に定める個人識別情報には当たらず、

申立人が提出した文書に記載された情報は開示できる。  

第４  諮問庁の説明の要旨  
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１  別紙記載１の申立書受理記録及び５の各情報については、仮に申立

事項の審査事件が存在する場合、別紙記載５のその他検察審査会が保

有する申立人の情報に該当するものとして、審査事件の帳簿関係書類

に記録された情報が考えられるが、検察審査会が取り扱う審査事件

は、検察官の不起訴処分の当否を判断するものであり、検察官が行う

不起訴処分の存在を前提としたものであるところ、申立書受理記録や

その他の帳簿関係書類に記録された情報は、開示申出人が審査申立て

をした事件の同人についての情報であるとともに、同事件における被

疑者についての不起訴処分に関する情報でもあるため、法第１２４条

第１項に規定されている検察官が行う処分に係る情報であるから、保

有個人情報開示手続の対象とはならない。  

２  別紙記載１の申立人が新潟検察審査会へ行った電話問い合わせ、６

から８まで、１０、１６及び１７の各情報が記録された検察審査会行

政文書の存否を答えることは、不開示情報である個人識別情報（法第

７８条第１項第２号に相当）及び検察審査会議の適正な遂行に支障が

生ずるおそれがある情報（同項第７号に相当）を開示することとなる

ので、その文書の存否を答えることはできない。     

３  別紙記載２から４まで、９及び１１から１５までの各情報について

は、審査事件の審査活動に関する文書に記録された情報であって、保

有個人情報開示手続の対象とはならない。  

第５  調査審議の経過  

当委員会は、本件諮問について、以下のとおり調査審議を行った。  

①   令和６年１０月１１日     諮問の受理  

②   同日            諮問庁から理由説明書を収受  

③   令和６年１１月２２日    審議  
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④   令和７年１月１７日     審議  

⑤   令和７年２月１２日     審議  

第６  委員会の判断の理由  

１（１） 原判断は、別紙記載１の申立書受理記録及び５の各情報として

は、審査事件の帳簿関係書類に記録された情報が考えられるとし

たうえで、これらは法第１２４条第１項に規定されている検察官

が行う処分に係る情報であるから、保有個人情報開示手続の対象

とはならないと判断している。  

     そこで検討すると、保有個人情報開示申出書に記載された、申

立書受理日、事件番号、議決年月日、検番号を前提とすると、当

該審査事件に係る帳簿関係書類に記録された情報は、特定の審査

事件における被疑者についての不起訴処分に関する情報でもある

ため、法第１２４条第１項に規定されている検察官が行う処分に

係る情報として、保有個人情報開示手続の対象とはならないとす

る諮問庁の判断は相当である。  

（２） 原判断は、別紙記載１の申立人が新潟検察審査会へ行った電話

問い合わせ、６から８まで、１０、１６及び１７の各情報が記録

された検察審査会行政文書の存否を答えることは、被疑者の個人

識別情報（法第７８条第１項第２号に相当）及び特定の審査事件

の審理期間が推測され、検察審査会議の適正な遂行に支障が生じ

るおそれがある情報（同項第７号に相当）を開示することになる

と判断している。  

     そこで検討すると、保有個人情報開示申出書に記載された、特

定事件に関する申立書受理日、事件番号、議決年月日、検番号を

前提とすると、別紙記載１の申立人が新潟検察審査会へ行った電
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話問い合わせ、６から８まで、１０、１６及び１７の各情報が記

録された検察審査会行政文書に記載された情報は、特定の事件に

おける被疑者についての個人識別情報であると認められる。  

また、検察審査会法２６条は、審査会議非公開の原則を定め、 

審査会議における自由な審査活動を保障している。審査期間が公

になれば、その長短を巡って無用の批判や詮索を招く必要があり、

それは普通の市民である検察審査員に大きな精神的負担を与え

かねない。ひいては、審査期間の長短を考慮する余り、自由な審

査活動に支障が生じるおそれがある。そして、保有個人情報開示

申出書に記載された、申立書受理日、事件番号、議決年月日、検

番号を前提とすると、別紙記載１の申立人が新潟検察審査会へ行

った電話問い合わせ、６から８まで、１０、１６及び１７の各情

報が記録された検察審査会行政文書の存否を答えることは、特定

の審査事件の審理期間が推測されることとなると考えられる。そ

の結果、上記のとおり、今後の審査活動において、公開しないで

行うとされた審査会議における活発な議論が損なわれるおそれ

がある。  

したがって、これらの文書の存否について答えることにより、

法第７８条第１項第２号及び同項第７号に規定する情報に相当

する不開示情報を明らかにすることになると認められるから、こ

れらに関する諮問庁の説明に不合理な点はない。  

（３） 原判断は、別紙記載２から４まで、９及び１１から１５までの

各情報については、いずれも特定の審査事件の審査活動に関する

文書に記録された情報であって、検察審査会行政文書に記録され

た情報ではないことから、保有個人情報開示手続の対象とはなら
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ないとしている。  

そこで検討すると、基本申合せ第４及び第１の８によれば、保  

有個人情報開示の対象となる情報は、検察審査会行政文書に記録

されているものに限られ、令和５年１２月２０日付け全検察審査

会申合せ検察審査会行政文書の管理について第１の１によれば、

検察審査会行政文書とは、検察審査会事務局の職員が職務上作成

し、又は取得した検察審査会行政事務に関する文書であって、検

察審査会事務局の職員が組織的に用いるものとして、検察審査会

が保有しているものである。そして、検察審査会行政文書には、

審査事件に関する文書は含まれないと解されるが、その理由は、

検察審査会の事件審査は、その結論如何で起訴に繋がり得るもの

であり、捜査密行性の原理に立つ捜査手続の一環としての性格を

持つことから、捜査活動に関する文書は、情報公開法制において

開示対象外とされる刑事事件関係文書と同様の性質を有するか

らである。  

したがって、別紙記載２から４まで、９及び１１から１５まで  

の各情報については、いずれも特定の審査事件の審査活動に関す

る文書に記録された情報であって、保有個人情報開示手続の対象

とはならない。また、仮に行政文書に記録された情報が存在した

としても、その存否を答えることは非開示情報である個人識別情

報を開示することとなり、その存否を答えることはできないので、

諮問庁の判断は結論において妥当である。  

２  なお付言すると、諮問庁が本件開示申出文書を受理してから苦情申

出人に対して不開示通知書を発出するまでに約１６か月を要している。

確かに、諮問庁においては、本件開示申出内容を整理し、不開示部分に
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ついて精査等を行っていたこと、その検討に伴い、新潟地方裁判所に

行政共助として助言を求めたこと等、事務処理に時間を要する事情が

あったことも認められるが、迅速な処理がなされたとはいえない。本

件のような開示申出への応答は、開示の申出があった日から原則とし

て３０日以内に開示・不開示の通知を行うことを求める基本申合せ第

７の３の趣旨に照らし、適切さを欠くものである。諮問庁においては、

今後の開示申出への対応に当たり、上記の点について改善を要すると

認められる。  

３  以上のとおりであるから、原判断は妥当であると判断した。  

   

      検察審査会情報公開・個人情報保護審査委員会  

 

             委  員  長    栃   木      力  

 

             委   員    神   田   安   積  

 

             委   員    磯   部      哲  
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（別紙）  

開示申出の内容  

 

新潟検察審査会の特定審査事件に関する１から１７の情報  

（申立人の情報）  

１  申立人が新潟検察審査会へ行った電話問い合わせや申立書受理記録  

２  申立人が提出した申立て書  

３  添付文書  

４  ＤＶＤ  

５  その他検察審査会が保有する申立人の情報  

（議決に関すること）  

６  審査員の年齢（年代）  

７  審査員の性別  

８  審査員の職業  

９  審査員の多数決の比  

１０  辞任者がいたかどうかとその理由  

１１  証人を尋問したかどうか  

１２  実況見分を行ったかどうか  

１３  照会を行ったかどうか  

１４  検察官の意見聴取を行ったかどうか  

１５  審査補助員の委嘱をしたかどうか  

（議決書の通知書について）  

１６  作成方法  

１７  作成者  

 


